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民 法 Chapter 42

 

 Ａが死亡し、その相続が開始した場合に関する次の記述のうち、⺠法
の規定及び判例に照らし、正しいものはどれか。 

１ Ａが⾃筆証書遺⾔を作成した後、死亡した場合において、当該遺
⾔に、パソコンで作成した⽬録が添付されていたときは、⾃筆証書
遺⾔は遺⾔者が全⽂を⾃書しなければならないとされているから、
当該遺⾔は当然に無効となる。 

２ Ａが買主の詐欺により不動産を売り渡したが、売買契約を取り消
す前にＡが死亡した場合、その相続⼈であるＢは、当該売買契約を
取り消すことができない。 

３ Ａが死亡し、その⼦であるＢ、Ｃ及びＤが各々３分の１ずつの持
分でＡが所有していた甲建物の所有権を相続したが、相続開始後、
Ｄが甲建物を１⼈で占有し、Ｂ、Ｃに利⽤させようとしない場合、
Ｂ及びＣは、持分を侵害されていることを理由に、Ｄに対して当然
に甲建物の明渡しを請求することができる。 

４ Ａが⾃⼰の所有する⼄⼟地につき、Ａの⼦であるＢのために地上
権を設定し、その地上権にＣのための抵当権が設定されている場合
において、Ａが死亡し、⼄⼟地をＢが相続したときでも、地上権は
消滅しない。 

５ Ａが死亡し、その兄であるＢがＡを単独で相続した場合において、
Ａがすべての財産をＸに遺贈する旨の遺⾔を作成していたときは、
Ｂは、Ｘに対して遺留分侵害額請求をすることができる。 

  



行政書士試験科 

本試験レベルの問題にチャレンジ！   

民 法 -2-  

 
 

正解 

5４ ［遺 言］民法総合 

 

１ 誤 り 

 遺⾔は、遺⾔者の意思を明確にするため、その⽅式が厳格に定められ
ているところ、⾃筆証書遺⾔については、⺠法968条１項が、「⾃筆証書
によって遺⾔をするには、遺⾔者が、その全⽂、⽇付及び⽒名を⾃書し、
これに印を押さなければならない。」と規定している。もっとも、同条
２項前段は、「⾃筆証書にこれと⼀体のものとして相続財産……の全部
⼜は⼀部の⽬録を添付する場合には、その⽬録については、⾃書するこ
とを要しない。」と規定している。この同条２項の規定は、遺⾔の全⽂
の⾃書は相当な負担になる場合があるため、2018年の相続法の改正に
より、新たに設けられたものである。したがって、本肢のＡの遺⾔は当
然に無効となるわけではない。 

２ 誤 り 

 相続⼈は、相続開始の時から、被相続⼈の財産に属した⼀切の権利義
務を承継する（⺠法896条本⽂）。ここにいう⼀切の権利義務には、被相
続⼈の取消権も含まれる（同法120条２項）。 

３ 誤 り 

 判例は、共同相続に基づく共有者の１⼈であって、その持分の価格が
共有物の価格の過半数に満たない者（少数持分権者）は、他の共有者の
協議を経ないで当然に共有物を単独で占有する権利を有するものでない
が、他⽅、他のすべての相続⼈は、その共有持分を合計するとその価格
が共有物の価格の過半数を超えるからといって、共有物を現に占有する
少数持分権者に対し、当然にその明渡しを請求することができるもので
はないとした（最判昭41.５.19）。このような場合、少数持分権者は⾃
⼰の持分によって共有物を使⽤収益する権利を有し、これに基づいて共
有物を占有するものと認められるからである。 
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４ 正しい 

 同⼀物について所有権及び他の物権が同⼀⼈に帰属したときは、当該
他の物権は、混同により消滅する（⺠法179条１項本⽂）。もっとも、そ
の物⼜は当該他の物権が第三者の権利の⽬的であるときは、当該他の物
権は消滅しない（同項ただし書）。本記述においては、「他の物権」であ
る地上権が第三者であるＣのための抵当権の⽬的となっているため、地
上権は消滅しない。 

５ 誤 り 

 兄弟姉妹は、遺留分を有しない（⺠法1042条１項柱書参照）。したが
って、本肢において、Ａの兄であるＢは、遺留分侵害額請求権（同法
1046条１項）を⾏使することはできない。 

 以上により、正しいものは肢４であり、正解は４となる。 


